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  地域密着型介護老人福祉施設小規模特別養護老人ホーム 稲里ふれあい荘 

重 要 事 項 説 明 書 

 

 

 当施設は、契約者に対して地域密着型介護老人福祉施設サービスを提供します。施設の概要や

提供されるサービスの内容、契約上のご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

１．事業所の概要 

 

 

 

 

 

 

２．ご利用施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．事業の目的と運営方針 

 

（１）事業の目的 

施設は、契約者一人一人の意思及び人格を尊重し、少数の居室及び当該居室に近接して設け

られる共同生活室（以下「ユニット」という。）ごとにおいて施設サービス計画に基づき、その居宅にお

ける生活への復帰を念頭において、入所前の居宅における生活と入所後の生活が連続したものとな

るよう配慮しながら、各ユニットにおいて契約者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を

営めるよう支援することをめざします。 

 

（２）施設運営の方針 

 施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、長野市、居宅介護支援事業者、居宅サ

ービス事業者、他の介護保険施設その他の保険医療サービスまたは福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めます。 

事業所の名称 社会福祉法人 新志福祉会 

法人の所在地 長野県長野市篠ノ井西寺尾 2798番地 

代表者名 理事長 三浦 富美子 

連絡先 （電 話）026-292-3413 （ＦＡＸ）026-292-1921 

施設の種類 地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護 

施設の名称 特別養護老人ホーム 稲里ふれあい荘 

法人の所在地 長野県長野市稲里町田牧 659番地 1 

代表者名 施設長 宮崎 智司（ミヤザキ サトシ） 

連絡先 （電 話）026-283-3611 （ＦＡＸ）026-283-3622 

開設年月日 平成 23年 12月 1日 

入所定員 29名 
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４．施設の概要 

 

（１）敷地及び建物の概要 

 

（２）居室及び主な設備 

 

 

５．職員体制（数字は標準的な員数） 

 

従業者の職種 員 数 資  格 

管 理 者 １ 管理者資格 

医  師 1以上 医  師 

介護支援専門員 １以上 介護支援専門員 

生活相談員 １以上 社会福祉士等 

看護職員 1以上 正・准看護師 

機能訓練指導員 １以上 正・准看護師等 

歯科衛生士 １以上 歯科衛生士 

介護職員 10以上 介護福祉士・ヘルパー資格等 

管理栄養士・栄養士 1以上  管理栄養士・栄養士 

調 理 員 2以上 調理師 

事 務 員 １  

＊無資格の介護職員には、「認知症介護基礎研修」を受講させます。 

 

 

 

 

 

 

敷 地 3129.47㎡ 

建 物 

構 造 鉄骨造 2階建 耐火建築物 

延べ床面積 1834.47㎡ 

利用定員 29名 

居室・設備の種類 室 数 等 

一人部屋 29室 

共同生活室 3ユニット 

浴 室 3室（一般浴槽、リフト浴槽） 1室（寝台浴槽） 

医 務 室 １室 
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６．職員の勤務体制 

 

 

７．当施設が提供するサービスと利用料金 

 (１)当施設が提供する基準介護サービス(契約書第３条参照) 

（以下のサービスについては、居住費、食費を除き自己負担額以外が介護保険から給付されます。） 

＜サービスの概要＞ 

① 食事 

・ 当施設では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びに契約者の身体の状況および

嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ 契約者の栄養状態を把握して、契約者ごとの摂取機能を考慮した栄養ケア計画を作

成し、契約者もしくは身元引受人に別紙同意書にて同意を得て栄養ケア計画に従い

栄養管理を行います。 

・ 療養食については、嘱託医の食事せんに基づき管理栄養士・看護職員が契約者の

年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事提供を行ないます。 

・ 月１回契約者の食事内容及び提供方法等について検討会議を設け、契約者の栄養

状態に配慮します。 

・ 契約者の自立支援のためできるだけ離床して、生活リズムに合わせて召し上がって

いただけるよう配慮します。 

(食事時間) 

  [朝食]7：30～ [昼食]12：00～ [夕食]18：00～ 

従事者の職種 勤 務 体 制 

管理者 常勤で勤務 

医 師 非常勤（週 1回）で勤務 

生活相談員 常勤で勤務 

介護支援専門員 常勤で勤務 

介護職員 

常勤及び非常勤で勤務（三交代制） 

※職員体制は、契約者 3 名あたり職員常勤換算で 1 名の割合となりま

す。 

※夜勤帯は、原則として利用者 29名を職員 2名でお世話します。 

看護職員 

常勤及び非常勤で勤務 

※夜間については、交代で連絡が取れる体制をとり、緊急時に備えま

す。 

機能訓練指導員 常勤で勤務 

  

管理栄養士・栄養士 常勤で勤務 

調理師 常勤又は非常勤で勤務（三交替制） 

事務員 常勤で勤務 
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② 入浴 

・ 入浴又は清拭を週２回以上行います。 

・ 寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

 

③ 排泄 

・ 排泄の自立を促すため、契約者の身体能力を最大限活用した援助を 

行います。 

・ 契約者がおむつを使用する場合は、適切に取り替えます。 

④ 機能訓練 

機能訓練指導員により、契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要

な機能の回復又はその減退を阻止するための機能訓練計画をたて同意を得たうえでサ

ービスを実施します。 

⑤ 健康管理 

・ 医師や看護職員が、２４時間体制で健康管理を行います。 

・ 原則週１回、内科医(嘱託医)の往診があります。 

・ 契約者又は身元引受人が希望される場合には、医師の診断のもと、看護師が中心と

なりターミナルケアを実施します。 

・ 月１回感染症及び食中毒について検討会議を設け、契約者の健康管理を行いま

す。 

⑥ その他自立への支援 

・ 寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

・ 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・ 清潔で快適な生活を送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

 

（２）（１）以外のサービス（契約書第４条参照） 

 （以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。） 

＜サービスの概要＞ 

①特別な食事（酒を含みます） 

契約者の希望に基づいて特別な食事を提供します。 

利用料金：特別な食事等を提供するために要した費用 

②理容美容サービス 

月に１回、出張による福祉理美容サービスが利用できます。 

利用料金：理髪費用 

③貴重品の管理等 

契約者の希望により貴重品管理サービス等を利用できます。 

詳細は、以下のとおりです。 
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（ア）管理する金銭の形態：小口現金（日用品等支払相当額） 

（イ）お預かりするもの：各種保険証等及び代行申請時に使用する印鑑等 

（ウ）管理責任者：管理者 

（エ）出納方法：「利用者預かり金等管理規程」により行います。 

（オ）日常費用支払い代行（医療費の支払い、お小遣いの出し入れ等）として 

１月当たり 300円を徴収させていただきます。 

④レクリエーション、クラブ活動 

契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加できます。 

利用料金：材料代等の費用がかかります。 

   ⑤複写物の交付 

契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要と

する場合には、複写物に要する費用がかかります。（１枚につき 15円） 

   ⑥日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等、契約者の日常生活に要する費用で契約者に負担いただ

くことが適当であるものに費用がかかります。 

   ⑦濃厚流動食サービス 

      胃ろうによる経管栄養で濃厚流動食を提供する場合に費用がかかります。 

⑦ 契約書第２３条に定める所定の料金 

契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実

に居室が明け渡された日までの期間に係る料金（１日当たり） 

 

（３）利用料金の概要及びお支払い方法（契約書第６条参照） 

＜サービス利用料金の概要＞(別紙参照) 

①サービス利用料金 

（ア）別紙の料金表によって、契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付

費額を除いた金額(自己負担額)と食事及び居室に係る標準自己負担額の合計金額をお

支払いください(サービスの利用料金は、契約者の要介護度に応じて異なります)。 

（イ）契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支

払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払

い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、契約者が保険給付の申請を行うために必

要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

②サービス利用料金の変更 

介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、契約者の負担額

を変更します。 

③サービス利用料金の減額 

（ア）食事及び居室に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証

に記載している負担限度額とします。（別紙「利用料金表」参照） 
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（イ）「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方については、負担限度額（食事及び居住

費）に応じて減額します。 

④入院期間中の利用料金 

入院期間中の利用料金については、介護保険から給付される費用の一部及び居住費をご

負担いただくものとします。 

 

＜利用料金の支払い方法＞ 

  前記サービス概要の（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとの計算をしてご請求しますので、以下の

いずれかの方法でお支払いください。（１か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利

用日数に基づいて計算した金額とします。） 

① 自動口座引き落とし 

当施設指定の金融機関の口座から月１回引き落とします（引き落とし期日については、

次の通りとします。なお、当日が休日の場合には翌営業日の引き落としとなります）。 

（ア）長野信用金庫（しんきん）      毎月 15日 

（イ）八十二銀行               毎月 16日 

（ウ）グリーン長野農業協同組合（JA）  毎月 15日 

② 現金払い 

毎月１６日までに稲里ふれあい荘にお持ちください。 

③ 銀行振り込み 

手数料は契約者負担となります。 

   ④ 領収証の交付 

          利用料金の支払いを受ける際には、領収証を交付します。また、領収証には保険給付

の対象額とその他の費用を各明細ごと区分して記載します。 

  

８．秘密保持と個人情報の保護について（契約書第 10条参照） 

（1）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」

及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で知

り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続しま

す。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、

従業者との雇用契約の内容とします。 
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（2）個人情報の保護について 

① 事業者は利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利

用者の個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、予め文書で

同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、

電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際

にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、

開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、

利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料な

どが必要な場合は利用者の負担となります。) 

 

９．入所中の医療の提供について 

医療を必要とする場合には、契約者の希望により、次の協力医療機関において診療や入院治

療を受けることができます（但し、協力医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものでは

ありません。また、協力医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません）。 

  【協力病院】 

   医療機関名称：JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 

   所在地：長野市篠ノ井会 666-1 

   連絡先：026-292-2261 

   病床数：433床 

   診療科目：内科/腎臓内科/内分泌代謝科/消化器科/呼吸器科/循環器科/心療内科/小児

科/外科/整形外科/脳神経外科/呼吸器外科/心臓血管外科/リウマチ科/膠原病科/皮膚

科/形成外科/泌尿器科/産婦人科/眼科/耳鼻咽喉科/麻酔科/病理科/放射線科/救急科/

リハビリテーション科 

   【嘱託医】 

   名称：医療法人 塚田内科医院 

   所在地：長野市篠ノ井東福寺 1008-4 

   連絡先：026-290-7001 

   【協力歯科医】 

   名称：宮本歯科医院 

   所在地：長野市川中島町上氷鉋 392-1 

   連絡先：０２６-285-2902 

 

１０．衛生管理 

衛生管理等 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 
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① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおお

むね 6ヶ月に 1回以上の開催をするとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。 

② 事業者における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練（シミュレーション）

を定期的に実施します。 

 

11.虐待の防止について 

事業所は、利用者当の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり 

必要な措置を講じます。 

①虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 （職・氏名） 生活相談員  吉原 小萩 

②虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知

徹底を図っています。 

③虐待防止のための指針を整備しています。 

④成年後見人制度の利用を支援します。 

⑤従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（現に擁護している家族・親族・同居人等）による

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

12.事故発生時の対応 

事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用

者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定介護福祉施設

サービスの提供により、契約者に賠償すべき事故が発生した場合は、当施設が加入している保険で

損害賠償を速やかに行います。 

【市町村（保険者）の窓口】 

長野市役所 健康福祉部 

   高齢者活躍支援課 

所 在 地   長野市大字鶴賀 1613番地 

電話番号   026-224-5029 

ﾌｧｯｸｽ番号  026-224-5126 

受付時間   8：30～17：15 

土曜日、日曜日、祝休日 

   年末年始（12/29～1/3）を除く 

【家族等緊急連絡先】 

氏  名             続柄 

住  所 

電 話 番 号 

携 帯 電 話 

勤 務 先 
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なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

保険名 介護保険・社会福祉事業者総合保険 

補償の概要 
対人事故補償 

対物事故補償 

 

1３.事業継続計画の策定 

業務継続計画の策定等について  

① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的

に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計

画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施します。 

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１4．災害時の対応 

災害時に備え年２回防災訓練を行います。 

     防火管理者  宮崎 智司   

 

１５．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

   当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由が

ない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った

場合には、当施設との契約は終了し、契約者に退所していただくことになります（契約書第１７条参

照）。 

（１）契約の終了事由 

①介護認定により契約者の心身の状況が自立又は要支援、要介護 1又は 2と判定された場合 

②事業所が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合 

③施設の減失や重大な毀損により、契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合 

④施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤契約者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑥施設から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 

（２）契約者からの退所の申し出（［中途解約・契約解除］契約書第１８条、１９条参照） 

契約の有効期間であっても、契約者より当施設からの退所を申し出ることができます。その場

合には、退所を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所する事ができます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 



10 

② 契約者が入院された場合 

③ 施設もしくはサービス従事者が、正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービス

を実施しない場合 

④ 事業所もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤ 事業所もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等傷

つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場

合 

⑥ 他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合、もしくは傷つける恐れがあ

る場合において、事業所が適切な対応をとらない場合 

（３）施設からの申し出により退所していただく場合（［契約解除］契約書第２０条参照） 

以下の事項に該当する場合には、当施設から退所をしていただくことがあります。 

① 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこ

れを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生

じさせた場合 

② 契約者による、契約書第６条第１項から第４項に定めるサービス利用料金の支払いが３か

月遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等

の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本

契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④ 契約者が連続して３か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは

入院した場合 

⑤ 契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護医療院等に入院した場合（契

約者が病院等に入院された場合の対応について（契約書第２２条参照）、当施設入所中

に医療機関へ入院の必要が生じた場合は、以下の通りです）。 

(ア) ３か月以内の短期入院の場合 

・ ３か月以内の短期入院の場合には、退院後再び施設に入所することができます。 

(イ) ３か月以内の退院が見込まれない場合 

・ ３か月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。この

場合には、当施設に再び優先的に入所することはできません。 

 

（４）円滑な退所のための援助（契約書第２１条参照） 

契約者が当施設を退所する場合には、契約者の希望により、事業所は契約者の心身の状況、

置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を契約者に対して速や

かに行います。 

① 適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

② 居宅介護支援事業者の紹介 

③ 他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 
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１６．残置物の取り扱いについて（契約書第２４条参照） 

当施設は、契約者又は身元引受人等に連絡の上、残置物を引き取っていただきます。また、引

き渡しにかかる費用については、契約者又はその身元引受人に負担いただきます。 

 

１７．苦情・ハラスメントの受付について（契約書第 27条参照） 

① 利用者又はその家族からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓

口を設置するなど必要な措置を講じ、その苦情の内容等を記録します。 

② 提供するサービスに関して、市町村から文書の提出・提示の求め、又は市町村職員からの質

問・初回に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力します。市町村から指導、又は助言

を得た場合は、それに従い、必要な改善を行います。また、市町村からの求めがあった場合

は、改善の内容を市町村に報告します。 

③ サービスに関する利用者からの苦情に対して、国民健康保険団体連合会の調査に協力する

とともに、国民健康保険団体連合会から指導、又は助言を得た場合は、それに従い、必要な

改善を行います。また、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合は、改善の内容を

国民健康保険団体連合会に報告します。 

入所者又はその当施設における苦情・ハラスメントやご相談は以下の専用窓口で受け付けています。

（1）苦情相談機関 

    ・相談窓口担当者 

      生活相談員  吉原 小萩 

    ・受付時間：８：３０～１７：３０（緊急の場合を除く） 

         【TEL】026-283-3611   【FAX】026-283-3622 

    ・苦情処理責任者 

      施設長     宮崎 智司 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

 長野市介護保険課        所 在 地：長野市大字鶴賀緑町１６１３番地 

電話番号：０２６－２２４－７８７１ 

  

  長野県国民健康保険団体連合会    所 在 地：長野市西長野加茂北１４３－８ 

電話番号：０２６－２３８－１５５５ 
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１８．第三者による評価の実施状況 

第三者による評価の実施状況 １．あり 実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １．あり    ２．なし 

２．なし   

 

令和    年   月   日 

 

 指定介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いま

した。 

＜事業所＞ 

 所 在 地  長野県長野市稲里町田牧 659番地 1 

 事業所名  特別養護老人ホーム 稲里ふれあい荘 

 代 表 者  施設長     宮崎 智司        ㊞  

 

 ＜説明者＞ 

 所 属  特別養護老人ホーム 稲里ふれあい荘  

 氏 名  生活相談員  吉原 小萩       ㊞ 

 

 私は、本書面に基づいて、事業所から重要事項の説明を受け、指定介護老人施設サービスの提

供開始に同意いたします｡ 

  

＜契約者＞ 

 住 所                  

 

 氏 名                          ㊞ 

  

 ＜ 身元引受人  間柄：       ＞ 

 住 所 

 

 氏 名                          ㊞ 

 

＜ 連帯保証人  間柄：       ＞ 

※契約者と同一住所の方は原則、連帯保証人にはなれません。 

住  所                                  

 

氏   名                          ㊞  


